
1 

議 会 運 営 委 員 会 記 録【概要】 

 

 

１  日  時    令和６年６月５日（水） 

              午前 １０時００分  開会 

              午前 １１時０２分  閉会 
 

２  場  所    第１委員会室 
 

３  出席委員 

      委員長  大 條 雅 久       副委員長 藤 原 雅 彦 

      委  員  合 田 晋一郎       委  員   田 窪 秀 道 

      委  員  山 本 健十郎     委  員  篠 原   茂 

委  員  仙 波 憲 一 

 

４  欠席委員 

      な し 
 

５  その他出席議員  

      議  長  小 野 辰 夫     副議長  伊 藤 嘉 秀 

      委員外  井 谷 幸 恵 

 

６  理事者出席者 

    市   長 石 川 勝 行        副市長 原  一 之 

企画部長 加 地 和 弘     総合政策課長 松 原  広 

  

７  議会事務局出席者 

   局 長  山 本 知 輝     課 長  徳 永 易 丈 

   副課長  鴨 田 優 子     調査係長 伊 藤 博 徳 

   議事係長 村 上 佳 史      主 事  田 辺 和 之 

    

８ 案  件 

１ 第３回市議会定例会の運営について 

（１）提出案件について 

（２）付託委員会について 

（３）追加提出予定の定額減税補足給付金支給事業費等の予算議案の取扱いについて 

  ア 数字等の整理について 

  イ 討論及び反対意思の通告期限について 

     ウ 開会日の議事の予定について 
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（４）愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員ついて 

（５）議員全員協議会について 

（６）全国市議会議長会の表彰について 

（７）議員の派遣について 

（８）各委員会の所管事務調査について 

２ 議会運営委員会の所管事務調査について 

３ 委員会運営について 

４ 市議会だより７月号の掲載内容について 

５ 市民との意見交換会について 

 

９ 概  要 

１ 第３回市議会定例会の運営について 

（１）提出案件について 

   執行部から提出議案等の説明があった。 

（２）付託委員会について 

   提出議案等の付託委員会等について決定された。 

（３）追加提出予定の定額減税補足給付金支給事業費等の予算議案の取扱いについて 

   ６月１０日の開会日に採決まで行い、質疑は、提案理由の説明の後行うことになる。 

ア 数字等の整理について 

追加提出予定の定額減税補足給付金支給事業費等の予算議案の議決後、数字その他の整 

理を議長に委任することを諮ることになる。また、議案第５０号、一般会計補正予算 

（第１号）も最終日の議決後に、数字その他の整理を議長に委任することを諮ることにな 

る。 

イ 討論及び反対意思の通告期限について 

討論及び反対意思の通告期限は、委員会終了直後となった。 

ウ 開会日の議事の予定について 

定例会初日の議事の予定が説明された。 

（４）愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員について 

   定例会最終日の会議において選挙を行う。その前に議員全員協議会で協議をする。 

（５）議員全員協議会について 

人事案件が予定されているので、定例会最終日の６月２７日、本会議休憩中に議員全員 

協議会を開催することとされた。 

（６）全国市議会議長会の表彰について 

近藤司議員：３０年以上議員在職特別表彰 

議長から表彰状及び記念品の伝達を行うことになる。 

（７）議員の派遣について 
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愛媛県市議会議員研修会 ８月８日（木曜日） 松山市 

（８）各委員会の所管事務調査について 

各常任委員会並びに議会運営委員会から、それぞれ所管事務調査の申し入れが議長まで 

あれば、最終日の６月２７日に議決を行うことになる。 

 

２ 議会運営委員会の所管事務調査について 

議会運営委員会の所管事務調査が別紙１のとおり決定した。 

 

３ 委員会運営について 

  これまで、関係者がそろえば定刻前に開会していたが、傍聴者をできるだけ受け入れるた 

め、定刻後に開会することになった。傍聴者に対しても、時間に余裕をもって来るよう周知 

することとなった。 

 

４ 市議会だより７月号の掲載内容について 

掲載内容（5 月臨時会の議決結果及び常任委員会の構成、正副議長の就任挨拶）の確 

認をした。今後、別紙２のとおりの掲載予定で進めることとなった。 

 

５ 市民との意見交換会について 

  議会改革・活性化調査特別委員会副委員長から、令和６年度市民との意見交換会について 

の提案があり、協議され、実施要領として取りまとめることになった。 

 

その他 

請願について、請願の内容は紹介議員が十分に確認を行うこととし、事務局では提出要件を

満たしていれば受理し、内容の確認は行わないこととなった。 

 


